
笠松町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、笠松町（以下｢町｣という。）が行なう介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施について、法、介護保

険法施行令（平成１０年政令４１２号。以下「政令」という。）及び介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

 （用語の定義）  

第２条 この要綱における用語の定義は、この要綱において定めるもののほか、法、

政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため

の指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）及び地域支援事業実施要綱（平

成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知「地域支援事

業の実施について」。以下「国要綱」という。）の例による。  

（事業の目的）  

第３条 総合事業は、次に掲げることを目的に実施する。  

（１） 高齢者が、要支援・要介護状態になることの予防又は悪化の防止又は自

立した生活の維持・向上のため、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支

援を行う。  

（２） 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしてい

くことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。  

（事業の内容）  

第４条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。  

（１）介護予防・生活支援サービス（第１号事業）  

   ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

    （ア）介護予防訪問介護相当サービス  

第１号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律

第８３号。以下「改正法」という。）第５条による改正前の介護保険

法（以下、「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪

問介護（以下「旧介護予防訪問介護」という。）に相当するものとし



て提供されるサービス  

    （イ）訪問型サービスＡ（単独型基準緩和型訪問サービス） 

       旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービ

ス 

    （ウ）訪問型サービスＣ（短期集中型訪問サービス）  

       保健、医療等の専門職により提供される支援で、３ヶ月から６ヶ

月までの短期間で行なわれるサービス  

    （エ）訪問型サービスＢ（住民主体型訪問サービス）  

       住民主体により提供される訪問サービス  

   イ 通所型サービス（第１号通所事業）  

    （ア）介護予防通所介護相当サービス  

       第１号通所事業のうち、改正法第５条による旧法第８条の２第７

項に規定する介護予防通所介護（以下「旧介護予防通所介護」とい

う。）に相当のものとして提供されるサービス  

（イ）通所型サービスＡ（単独型基準緩和型通所サービス）  

       旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービ

ス 

    （ウ）通所型サービスＣ（短期集中通所サービス）  

       通所介護事業者等において実施する、３か月から６か月の短期間

で集中的に行われるサービス  

    （エ）通所型サービスＢ（住民主体の通所サービス）  

       住民主体で提供される集いの場を提供するサービス  

   ウ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）  

     地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント        

（２） 一般介護予防事業  

   ア 介護予防把握事業  

イ 介護予防普及啓発事業  

   ウ 地域介護予防活動支援事業  

   エ 一般介護予防事業評価事業  

   オ 地域リハビリテーション活動支援事業  

（対象者）  

第５条 第１号事業（住民主体のサービスを除く。）の対象者は、次の各号のいずれ



かに該当するものとする。 

（１）居宅要支援被保険者 

（２）省令第１４０条の６２の４第２号に規定する者（以下「事業対象者」と  

  いう。）  

２ 住民主体のサービス及び一般介護予防事業の対象者は、全ての第１号被保険者

及び当該サービス等に関わる者とする。  

（総合事業の実施方法） 

第６条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方

法により実施できるものとする。  

（１）法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者による実施  

（２）法第１１５条の４７第４項に規定する委託  

（３）省令第１４０条の６２の３第１項第２号に規定する補助  

（利用手続）  

第７条 サービスを利用しようとする事業対象者は、笠松町介護保険条例施行規則

（平成１２年３月３１日規則第１７号）に掲げる介護予防ケアマネジメント依頼

（変更）届出書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。  

（１）被保険者証  

（２）平成２７年厚生労働省告示第１９７号に定める基本チェックリストの結  

  果 

２ 要介護または要支援認定をすでに受けている者で、認定の有効期間の満了にあ

たり、要介護（支援）認定申請を行わない者であって、認定有効期間満了日の翌

日から第１号事業を受けようとする者は、すでに受けている認定の有効期間の満

了日の１ケ月前から満了日までに第１項の手続きを行わねばならない。  

３ 第１項の規定にかかわらず、法第１５条の４６第３項の規定により設置された

地域包括支援センター及び法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者

は、前２項の手続きを代わって行うことができる。  

 （第１号事業支給費） 

第８条 第４条第１号ア（ア）及び同号イ（ア）に掲げる事業における第１号事業

支給費の１単位当たりの単価は、別表第１に定めるとおりとする。  

（第１号事業に係る費用の額及び利用者負担額） 

第９条 第４条第１号に規定する介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介

護相当サービス及び介護予防ケアマネジメントの費用額及び利用者負担額は、



国要綱別添１に規定する単位数を基準として、介護報酬の算定と同様の方法に

より算出された額とする。 

２ 第４条第１号ア（イ）に規定する訪問型サービスＡ事業費の額及び利用者負担

額は、別表第２に定めるとおりとする。  

３ 第４条第１号イ（イ）に規定する通所型サービスＡ事業の費用額及び利用者負

担額は、別表第３に定めるとおりとする。  

４ 前３項以外の事業については、別に定めるものとする。  

（第１号事業に係る費用の額及び支給方法） 

第１０条 法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給費の額は、次

の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。  

（１）施行規則第１４０条の６３の６第１号イに規定する基準に従う第１号訪

問事業（以下「介護予防訪問介護相当サービス事業」という。）又は第１号

通所事業（以下「介護予防通所介護相当サービス事業」という。） 改正法

第５条の規定による旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護

（以下「旧介護予防訪問介護」という。）又は同条第７項に規定する介護予

防通所介護（以下「旧介護予防通所介護」という。）に係る旧法第５３条第

２項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算出した費用

の額から町の発行する負担割合証に示された割合に応じて利用者が負担す

る自己負担額を除いた額  

（２）施行規則第１４０条の６３の６第１号ロに規定する基準に従う第１号介

護予防支援事業 法第５８条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準

の例により算定した費用の額（当該額が現に当該事業のサービスに要した

費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。）

の１００分の１００に相当する額  

２ 町は、前項第１号支給費について、法第１１５条の４５の３第３項に基づき、

第１号事業を利用した第５条に掲げる者に代わり、当該事業に係る指定事業者に

支払うものとする。  

 （給付管理）  

第１１条 町長は、居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合は、当該居宅要

支援被保険者の予防給付の支給限度額の範囲内で、予防給付と総合事業（指定事

業者が行なう第１号事業に限る。）を一体的に給付管理するものとする。  

２ 町長は、事業対象者が総合事業を利用する場合は、指定事業者が行う第１号事



業を利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援１の予防給付の支給限度額

の範囲内で給付管理するものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態（集中的にサービスを利用するこ

とが自立支援につながると考えられる場合等）により、町長が認めた場合は、要

支援認定区分が要支援２の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理することが

できるものとする。  

（高額介護予防サービス費等相当事業）  

第１２条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サ

ービス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を行う

ものとする。  

２ 高額介護予防サービス費等相当事業について必要な事項は、法第６１条及び法

第６１条の２の規定を準用する。  

（その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、

町長が別に定める。  

 

附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

２ 笠松町高齢者生活援助活動事業実施要綱  （平成１２年３月３１日訓令甲第１９

号）、笠松町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱  （平成１２年３月３１日訓令甲

第１６号）、笠松町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱（平成１２年３月３

１日訓令甲第１８号）、笠松町高齢者福祉用具及び福祉用品給付事業実施要綱（平

成１２年７月３１日訓令甲第２６号）、笠松町介護予防（二次予防事業）実施要綱

（平成２３年８月１日告示第７９号）は廃止する。  

 （経過措置）  

３ この要綱の施行の日において居宅要支援被保険者である者は、本人の希望によ

り当該要支援認定有効期間満了日前に第１号事業を受けようとする場合を除き、

当該要支援認定有効期間満了日の翌日から第１号事業の利用対象者とする。  

４ この要綱の施行日前に居宅要支援被保険者であるもののうち、第７条第２項の

規定による手続きをおこなうものについては、この要綱の施行日前においても行

うことができる。  



附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第８条関係）  

サービス種類  １単位の単価  

介護予防訪問介護相当サービス  厚生労働省大臣が定める１単位の単価

（平成２７年厚生労働省告示第９３号。

以下「単価告示」という。）の規定により、

１０円に笠松町の地域区分における訪問

介護の割合を乗じて得た額とする。  

介護予防通所介護相当サービス  単価告示の規定により、１０円に笠松町

の地域区分における通所介護の割合を乗

じて得た額とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第９条関係） 

訪問型サービスＡ（単独型基準緩和型訪問サービス）（１回あたり）  

  

 

 

 

 

 

   

  加算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の内容  事業における費用額  利用者負担額  

所要時間３０分

未満の場合  

 

１，０００円  

 

１００円 

所要時間３０分

以上１時間未満

の場合 

 

 

１，８００円  

 

 

２００円 

事業の内容  事業における費用額  利用者負担額  

従業者所有の車

両で訪問を行っ

た場合 

 

 

２００円 

 

 

費用負担なし  



別表第３（第９条関係） 

通所型サービスＡ（単独型基準緩和型通所サービス）（１回当たり） 

回数 

事業の内容  

（１回当たり２時間以上とする） 
単位数 

（１回当たり） 
単価 利用者負担額  

送迎の有無  入浴の有無  

週１回 

〇 〇 ３５２単位  単 価 告 示 の

規定により、

１ ０ 円 に 笠

松 町 の 地 域

区 分 に お け

る 通 所 介 護

の 割 合 を 乗

じ て 得 た 額

とする。 

単位数を基準

として、介護報

酬の算定と同

様の方法によ 

り算出した費

用のうち、町の

発行する負担

割合証に示さ

れた割合の額  

〇 × ３２８単位  

× 〇 ３２８単位  

× × ３０４単位  

週２回 

〇 〇 ３６２単位  

〇 × ３３７単位  

× 〇 ３３７単位  

× × ３１２単位  

 


